
2	 計画の推進にあたって

1	 ４つの視点

すべての施策を推進するにあたり、基本となる 4 つの視点を定めます。

	 視点1 	クリーンな市政運営

職員が「全体の奉仕者」として職務に責任を持ち、法令順守と倫理的行動を徹底するとともに、
組織全体のコンプライアンス意識の向上を図り、市政に対する市民の信頼を確保します。

	 視点2 	選択と集中

優先すべき課題を見極め、重点的に取り組む施策を明確化することで、限られた経営資源を最
適に配分します。

	 視点3 	市民参加・協働・共創

市民のまちへの関心と愛着を醸成し、まちづくりへの市民参加を促進するとともに、協働によ
り、新たな価値を共創します。

	 視点4 	広域連携による充実した市民サービス

広域的な自治体間の連携・協力によって、効果的で効率的な行政運営を実現し、市民サービス
を充実させます。
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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2	 具体的な行財政運営の取り組み

行財政運営において、以下の取り組みを推進します。

①	行政の効率化

地方自治法で定める「最少の経費で最大の効果を挙げる」ため、限られた経営資源の重
点化と優先順位の明確化を図ります。また、様々な行政課題に対し、根拠に基づく適正な
政策を立案し、結果を分析・評価して改善を行い、市民サービスの効率的な提供を目指し
ます。

②	デジタルの活用

ICT などの技術の活用によって、手続きをオンライン化し、時間や場所に捉われないサー
ビスを提供することで、市民の利便性を向上させます。また、内部事務を自動化して市役
所業務の効率化を推進し、それにより生み出された人的資源を相談業務などにシフトする
ことで、市民サービスの充実を目指します。

③	多様な主体との連携

市民、自治会、NPO、企業、大学などとの積極的な連携を図り、より広範な分野において、
相互に協力し、補完し合えるような体制の構築を目指します。

④	近隣自治体との連携

共通の課題を持つ近隣自治体と連携を図り、市域を越えて今ある地域資源を生かしたま
ちづくりを検討し、住みやすい地域を目指します。また、更なる市民サービスの向上や持
続可能なまちづくりを目指して、都市制度のあり方に関する調査・研究を進めます。
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⑤	人材の育成・確保

複雑化・多様化する行政課題に対応するため、主体的に考え行動できる人材の育成に努
めるとともに、課題解決を図り、効果的かつ効率的に市民サービスを提供するために必要
な人的資源の確保を進めます。

⑥	健全な財政運営

事務事業の選択・見直しや経費の削減に努め、効果的かつ効率的な予算配分を行うとと
もに、老朽化した施設の更新などに伴う市債残高の増加に留意し、中期的な財政収支の見
通しを踏まえた財政運営を行います。また、市税をはじめとした歳入における収納の対策
強化を図るとともに、各種公共料金の適正化やクラウドファンディングの活用などにより、
安定した財源の確保に努めます。

⑦	公共施設マネジメント

限られた経営資源を効率的に運用し、公共サービスを持続可能なものとするため、人口
構成や市民ニーズに対応した公共施設などの再編・整備を進めます。
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